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１ 目的 

  認知症介護に携わる者が，その業務を遂行するうえで基礎的な知識・技術とそれを実践する際

の考え方を身につけ，チームアプローチに参画する一員として基本的なサービス提供を行うこと

ができるようにすることを目的とします。 

 

２ 開催日・定員 

開催日 定員 

平成２９年５月１２日（金） ５２名 

  ※ 第２回京都市認知症介護基礎研修は平成３０年１月１８日（木）に開催する予定であり，

平成２９年１１月下旬から募集を開始します。 

 

３ 研修内容 

時間帯及び所要時間 実施方法 目的 

９：３０～１２：３０ 

（１８０分間） 

講義 ・認知症の人を取り巻く現状や症状に

関する基礎的な知識を学び，認知症ケ

アの基礎的な技術に関する知識を身に

つける。 

１３：３０～１６：３０ 

（１８０分間） 

演習 

（グループワーク） 

・認知症ケアの実践を行うために必要

な方法について，事例演習を通じて，

背景や具体的な根拠を把握のうえ，コ

ミュニケーションの内容を検討する。 

・自事業所の状況や受講者自身のこれ

までのケアを振り返り，認知症の人へ

の対応方法を身につける。 

１６：３０～１７：００ 修  了  式 

 

 

４ 受講資格 

  次の全てに該当する者とします。 

 ⑴ 対象者 

ア 本研修受講中，京都市内の介護保険施設，事業所等で認知症介護に携わる介護職員である

こと。 

  本研修修了後に京都市内で認知症介護に携わる予定であっても，申込みの段階で京都市外

の介護保険施設，事業所等で認知症介護に携わっている者は，受講できません。 

イ 研修開催日時点において介護現場経験が２年未満である者 

  なお，同一法人からの申込みは３名までとさせていただきますが，受講対象者については， 

保有資格の有無を問いません。 
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 ⑵ 最初から最後まで講義及び演習に出席することができる者 

   理由の如何にかかわらず，主催者側の都合によらない欠席，遅刻及び途中退席は認めません。 

   また，受講決定通知に同封する受講票（原本）及び下記４⑶アのテキストを本研修の開催当

日に持参されない場合は，受講できません。 

 ⑶ 経費 

   研修の受講に当たり，次の経費を負担することができる者 

  ア テキスト代 

    認知症介護基礎研修標準テキスト   １，０８０円 

    （監修：認知症介護研究・研修センター，出版社：株式会社ワールドプランニング） 

    （事前に購入し熟読のうえ，本研修に御持参ください。研修会場において，購入すること

はできません。） 

  イ 受講に当たり必要となる食費，交通費等一切の経費 

             

 【研修会場】 

  講義・演習「ひと・まち交流館 京都」会議室（下京区河原町通五条下る東側） 

       電  話：（０７５）３５４－８８２２  

       アクセス：京都市バス４系統，１７系統，２０５系統｢河原町正面｣下車 すぐ 

      京阪電車「清水五条」下車①番出口より徒歩約８分 

      市営地下鉄烏丸線「五条」下車⑤番出口より徒歩約１０分 

 

５ 申込方法  

 ⑴ 申込書類 

基礎研修申込書に必要事項を記入のうえ，郵送又は御持参ください。 

ＦＡＸでの申込みは受け付けません。 

 ⑵ 申込先 

京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 生きがい支援担当：川村 

   〒６０４－８１７１ 

   京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６－１ 井門明治安田生命ビル２階 

  電 話（０７５）２５１－１１０６ 

 ⑶ 受付期間 

平成２９年４月６日（木）～平成２９年４月２０日（木）１７時半 必着 

   なお，先着順により受講者を決定しますので，上記受付期間にかかわらず，定員を上回った

段階で，受付を締め切ります。受付を締め切った場合はその旨をホームページに掲載します。 

 

６ 受講者の決定 

  受講の可否については，平成２９年４月２７日（木）までに文書により事業所に対し通知しま

す（法人に対する通知を希望される場合は，京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課生きがい支

援担当まで御連絡ください。）。 

  

７ 研修目標と修了要件 
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 ⑴ 研修目標 

  ア 認知症の病態及び症状に関する基本的知識及び認知症介護における基礎的技術を身につ

け，認知症の人を理解し，具体的な介護を提供するときの判断基準となる原則に応じて認知

症の人への基本的なサービス提供を行うことができるようになること。 

  イ 協働するチームの一員として，チームリーダー等の指示の下で業務もしくはサービス提供

を行い，提供したサービスについて適切に説明・報告を行うことができるようになること。 

ウ 地域の福祉・医療に関わる施策の概要を理解し，施策における自施設・事業所と自身の役

割を理解できるようになること。 

 ⑵ 修了要件                                

ア 最初から最後まで講義及び演習に参加すること。 

  （理由の如何にかかわらず，主催者側の都合によらない欠席，遅刻及び途中退席は認めま 

せん。）  

イ 自分の考えを他の受講生に伝え，意見交換ができること。 

ウ ７⑴の研修目標の達成について積極的であると判断できること。 

 

 

 

   なお，過去又は今回の研修において受講取消し又は研修未修となった者が，次回以降に再度

京都市認知症介護基礎研修又は京都市認知症介護実践者研修に申し込みされた場合，選考から

除外する場合があります。 

 

８ 修了証書 

  修了要件を満たされた方に，修了証書を交付します。 

 

９ 留意点 

  申込みは法人ごとに行ってください。郵送又は持参にかかわらず，書類受取時に申込書類の確

認は行いませんので，必ず記入漏れ，書類の不足等がないようお願いします。提出書類に不備又

は不足があった場合は，申込みを受け付けたことにはなりませんので御注意ください。 

  また，受講申込対象者の氏名について，正式名（外字，旧字等が氏名に含まれる場合，それを

反映させたもの）を記入してください。 

 

10 問合せ先 

 ⑴ 受講者募集に関すること 

   京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 生きがい支援担当 川村 まで 

  住 所：〒６０４－８１７１              

     京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町５６６－１ 井門明治安田生命ビル２階 

   電 話：（０７５）２５１－１１０６   

 

 ⑵ 研修の内容・受講に関すること 

   京都市長寿すこやかセンター（社会福祉研修・介護実習普及センター） 

※受講期間中に，研修受講者としてふさわしくない態度又は行動があると認められる場合は，

受講の取消しや修了を認めない場合があります。 
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   研修担当 田中，岩﨑 まで   

     住 所：〒６００-８１２７ 

         京都市下京区河原町通五条下る東側「ひと・まち交流館 京都」４階 

     電 話：（０７５）３５４－８８２２   

 


